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 指定介護老人福祉施設運営規程 

特別養護老人ホーム 天ヶ瀬苑 

 

（事業の目的） 

第１条 

 社会福祉法人不動園が開設する指定介護老人福祉施設（以下「事業所」という）が行う介

護老人福祉施設（以下「事業」という）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に

関する事項を定め、事業所の介護職員が要介護者の被保険者（入所者）に対し、適正な事業

を提供することを目的とする。 

 

（運営方針） 

第２条 

１ 当事業所は、入所者の人権を尊重し、平等に処遇し、入所者の立場に立って適切な援助

を行うこととする。さらに、地域に根差した地域住民に支えられた施設として、地域住民と

ともに発展、充実することを基本方針としている。 

 

２ 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療機関・福祉サービスと綿密な

連携を図りながら事業を実施に努めるものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

１）名 称  特別養護老人ホーム 天ヶ瀬苑 

２）所在地  611-0022 宇治市白川東山１５番地 

３）法人名  社会福祉法人 不動園 

４）代表者  理事長  河邉 和敏 

５）電 話  ０７７４－２３－００３０（ＦＡＸ ０７７４－２３－９９２２） 

 

（営業日及び営業時間） 

第４条 

１）営業日     １年  ３６５日 

２）営業時間    １日  ２４時間 

 

（入所定員） 

第５条 

 介護老人福祉施設  ５０名  （別に短期入所施設 １０名 併設） 
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（従業者の職種・員数及び職務の内容） 

第６条 この事業に従事する職員は次の号に掲げる職員を配置する。 

１）管 理 者（施設長） １名（常勤兼務） 事業の統括管理及び指導に関すること 

 

２）副管理者（副施設長）１名（常勤兼務） 管理者の職務を補佐すること 

 

３）生活相談員      １名以上         入所者の処遇計画の実施、入所者の生活相談

及び指導・援助並びに関係機関との連絡調整

に関すること 

 

４）介護職員      ２０名以上       入所者の介護・介助及び援助、また生活相談

及び指導等 

 

５）看護職員      ２名以上（うち１人以上は常勤職員を配置する） 

        入所者の健康管理並びに介護・介助・援助、

または生活相談及び指導等、また事業所の 

保健衛生管理 

 

６）機能訓練指導員   １名以上     日常生活を営むことに必要な機能の改善、 

またはその減退を防止するための訓練に 

関すること 

 

７）介護支援専門員   １名以上     入所者の処遇に対し、心身の状況を把握し、

生活していく上で適切なサービス提供を行

う 

 

８）医 師       １名以上     入所者の診療、及び職員に対する健康管理 

（非常勤兼務）  に関すること（同法人診療所医師が曜日別に

診療） 

 

９）管理栄養士     １名以上     栄養指導（献立の作成）、給食事務、調理場

並びに従事職員の保健衛生及び健康管理に

関すること及び栄養ケアマネジメント（栄養 

ケア計画）に関すること 

 

１０）事 務 員   １名以上      事業運営のための事務に関すること 

 

１１）管理宿直員   ３名以上      夜間における施設管理に関すること 
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（指定事業の内容及び利用料その他費用の額） 

第７条 

１ 常時介護が必要とする高齢者やその家族等について、施設サービス計画に基づき、可能

な限り居宅における生活復帰を念頭において、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、

社会通年上の便宜の供与、その他の日常生活の世話、機能訓練、健康管理、栄養管理、口腔

衛生の管理及び療養上世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ、自立した生

活を営むことができるように援助する。 

 

２ 事業実施にあたっては、入所者に応じた施設サービス計画を作成し、入所者及びその家

族に対して、その内容等について説明し了解を得て実施するものとする。 

 

３ 利用料は、法定代理受領分は、介護報酬の告示額の個々負担割合に応じる額 

       法定代理受領分以外は、介護報酬の告示額 

 

４ その他の費用は、生活する上で、個人的に必要な物品を購入な場合、入所者及びその家

族の同意を得てから実費購入とする。 

 

５ 居住費・食費は入所者負担となります。 

  標準負担額として、朝食 ３９５円・昼食６３０円・夕食４２０円 

           合計 １４４５円／日 

           居住費 ８５５円／日（令和６年７月３１日まで） 

               ９１５円／日（令和６年８月１日から） 

 

６ サービスの提供に当たって、入所者又はその家族に対して、サービスの内容及び費用に

ついて説明し、入所者又はその家族の同意を得ます。 

 

７ 日常生活において通常必要なものについては、入所者の希望により実費負担となります。 

    ・訪問理美容   カット代金                ２７５０円～ 

             カット・顔そり代金            ３４１０円～ 

    ・テレビ、ラジオ、暖房機器の使用料（電気代として） １ヶ月 各５２５円 

    ・携帯電話充電料（電気代として）          １か月  ２６３円 

    ・預かり金管理料                  １ヶ月 １５００円 

    ・特別な食事の提供に要する材料費          １ 回  ５２５円～ 

  ただし、消費税改定や物価の変動に伴い、料金の変更をする場合があります。 
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（サービス提供および施設利用の留意点） 

第８条 

１ 介護業務に従事する職員は、常に入所者の立場に立ち、入所者が安全・安心ができる介

護に努めなければならない。 

 

２ 施設を利用する入所者は、この規定の定める事項にそって、サービスを受ける権利を有

する。 

（緊急時における対応方法） 

第９条 

 職員等は、介護業務を実施中に、入所者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、

速やかに主治医、家族等に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければな

らない。 

 

（非常災害対策） 

第１０条 

１ 施設長は、定期的に施設内外を巡視し、常に災害・事故発生の事前防止に対する安全確

認を行うこと。 

 

２ 施設長は、災害が生じた時に非常体制がとれる連絡網を整備するとともに、職員に周知

徹底を図らなければならない。 

 

３ 夜間に災害、緊急事態が発生した時は、宿直者は直ちに施設長に通報するとともに、警

察署ならびに消防署等関係機関に通報すること。 

 

４ 施設は、非常災害に備えて防災計画を作成し、年１回以上定期的に訓練を実施する。ま

た、訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第１１条 

１ 施設は、感染症や非常災害の発生時に、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提

供を継続的に実施するため非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継

続計画」という）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

 

２ 施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施するものとする。 

 

３ 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

うものとする。 
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（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第１２条 

１ 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生

のための指針を定め、事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故

が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行い、事故報告を速やかに行います。 

 

（身体の拘束及び虐待等について） 

第１３条 

１ 当施設は、サービスの提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。 

なお、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、利用者、家族に説明し、同意を得ると

ともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記

録するものとする。 

 

２ 当施設は、サービスの提供にあたっては、利用者の生命と人権を守り、虐待・人権侵害

等を起こさない施設環境整備に努め、虐待防止の指針・マニュアルをもとに福祉サービスの

充実と向上を図ります。 

 

（衛生管理等） 

第１３条 

１ 施設入所者が使用する食器その他の設備、または飲用に供する水については衛生上必要

な措置を講ずるとともに、医療品及び医療器具の管理を適正に行われなければならない。 

 

２ 施設は、当該施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう感染対策

の指針を作成し、従業者に周知徹底を図る。感染症の予防及びまん延防止のための研修及び

訓練を定期的に実施する。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 

１ 職員は、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持するものとする。 

 

２ 職員であったものが職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、

職員の雇用契約の内容とする。 

 

３ 施設は、協力医療機関との間で、受診時等に必要となる入所者・利用者の個人情報を 

第３者に開示または漏洩しない旨を締結する。 
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（苦情処理） 

第１５条 

１ 施設は、提供したサービスに係る入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応

するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じることとする。 

 

２ 施設は、提供したサービスに関する入所者又は家族からの苦情に関して、介護保険法の

規定により市町村・国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、助言を受けた

場合には当該指導又は助言に従い必要な改善を行うよう努めるものとする。 

 

（地域との連携） 

第１６条 

１ 施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を

行う等の地域との交流を図るものとする。 

 

２ 施設は、その運営に当たっては、提供するサービスに関して、市町村が派遣するものが

相談及び援助を行う事業やその他市町村が実施する事業に協力するよう努めるものとする。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第１７条 

１ 全ての従業者は、認知症介護に係る基礎的な研修を受講し、資質の向上に努める。 

 

２ 暴力・威力・詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団や個人、または、反社会

的勢力と密接な関係を有する者とは雇用・サービス利用契約を行いません。 

 

３ 施設は、適切な指定介護福祉サービスの提供を確保する観点から、施設において行われ

る性的な言動又は優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた内容や、

入所者及び家族からのあらゆるハラスメントによる従業者への就業環境が害されることを

防止されるための方針を明確化し、必要な措置を講じるものとする。 

 

４ この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は社会福祉法人不動園と事業所の管

理者（施設長）との協議により定めるものとする。 

 

 

附則  この規程は、平成１２年 ４月１日から施行する。 

附則  この規程は、平成１８年 ４月１日から施行する。 

附則  この規程は、平成１８年 ７月１日から施行する。 

附則  この規程は、平成１９年 ４月１日から施行する。 

附則  この規程は、平成１９年 ８月１日から施行する。 
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附則  この規程は、平成２０年 ４月１日から施行する。 

附則  この規程は、平成２１年 ４月１日から施行する。 

附則  この規程は、平成２１年 ８月１日から施行する。 

附則  この規程は、平成２１年１２月１日から施行する。 

附則  この規程は、平成２２年 ４月１日から施行する。 

附則  この規程は、平成２２年 ６月１日から施行する。 

附則  この規程は、平成２３年 ４月１日から施行する。 

附則  この規程は、平成２４年 ４月１日から施行する。 

附則  この規程は、平成２５年 ４月１日から施行する。 

附則  この規程は、平成２５年 ４月３０日から施行する。 

附則  この規程は、平成２６年 ４月１日から施行する。 

附則  この規程は、平成２７年 ４月１日から施行する。 

附則  この規程は、平成２７年１０月１日から施行する。 

附則  この規程は、平成２８年 ４月１日から施行する。 

附則  この規定は、平成２８年１０月１日から施行する。 

附則  この規定は、平成２９年 ４月１日から施行する。 

附則  この規定は、平成３０年 ４月１日から施行する。 

附則  この規定は、平成３１年 ４月１日から施行する。 

附則  この規定は、令和 ２年 ４月１日から施行する。 

附則  この規定は、令和 ３年 ４月１日から施行する。 

附則  この規定は、令和 ３年 ８月１日から施行する。 

附則  この規定は、令和 ４年 ４月１日から施行する。 

附則  この規定は、令和 ５年 ４月１日から施行する。 

附則  この規定は、令和 ５年 ６月２３日から施行する。 

附則  この規定は、令和 ６年 ４月１日から施行する。 

 

 


